
 

□□ 集団規定 ３－５６－４ｂ 

建築物の各部分の高さ 
該当

条文 

法第５６条第６項  

令第１３２条 

道路と敷地の間に隣地がある場合の道路斜線制限 

□ 内 容 

 下図の場合、Ａ道路を前面道路として道路斜線制限の緩和が可能か。 

 

□ 取 扱 

 ｃが２ｍ以上の場合、Ａ道路を前面道路として道路斜線の緩和が可能である。この場合、Ａ道路

から２ａかつ３５ｍ以内の部分は、Ａ道路と敷地との間の隣地が同一敷地である場合と同じ道路斜

線制限を適用する。なお、この場合には当然のことながら隣地斜線制限も適用される。 

□関連資料 建築基準法質疑応答集 S46首建調発第 43号 平成 14年法改正の質問と回答 
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